
 

 

 

  

 

 
相続発生 貸宅地・古アパート・崖地 事例  

 

 

 

 

相続税の納税プランニングをし、実際に納税を行った事例です。 

 
  ◎事実関係 

   平成８年２月相続             ・課税価格  ２４億円 

   被相続人  父      母       ・相続税合計 ６６０，０００千円 

                        ・内訳 Ａ   ５１０，０００千円  

        Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ           Ｂ    １１０，０００千円  

                            Ｃ，Ｄ ４０，０００千円 
【Ａの相続財産】  

ａ．自 宅 （母）      ｂ．貸宅地 計１１件     ｃ．貸家建付地（古アパート）１件 

 

                 

                              

                                

                                          

                     借地権           （ア）貸家建付地 
     （ア）底地４０％      （ア）底地４０％            （イ）底地４０％    

    

    評価額 390,000 千円    評価額（底地）165,000 千円      評価額  99,000 千円 

                                   更 地  120.731 千円 

                                   底 地  48,292 千円 

ｄ．農地（市街化区域）  ｅ．崖 地     ｆ．駐車場（母・Ａ各 1/2） ｇ．資材置場（母・Ａ各 1/2）  
 

 

                                   

 

 

  評価額 128,000 千円  評価額 254,000 千円  評価額 420,000 千円×1/2  評価額 420,000 千円×1/2  

             売却価額 70,000 千円     ＝210,000 千円       ＝210,000 千円 

  

  相続した不動産は、ａ～ｇの７物件でした。 

  ａ：自宅 

  ｂ：貸宅地 

  ｃ：貸家建付地（古アパート） 

  ｄ：農地 

  ｅ：崖地 

  ｆ：駐車場 

  ｇ：資材置場 

  

 

 



 

 

 

  

相続発生 貸宅地・古アパート・崖地 事例 つづき  

 

 

相続人は、ａは自宅なので残したい。また、ｆは有効利用可能な土地なので残したいという希望がありました。 

 ａは相続税の課税がない母、ｆは母と相続人Ａとの共有（物納不適格財産）で相続することにしました。 

 ｂの貸宅地は１１件ありましたが、借地人と期限を決めて売却の話（売却費用を含めて）をし、６件が 

相続税評価額より高い価格で売却ができ、売却できなかった５件は物納しました。 

 ｃの貸家建付地の建物は、築３０年経過した古いアパートで借家人も８室中２室でしたので、借家人に 

立退いてもらい、更地で売却しました。 

ｄの農地には、防空壕があり、また埋設物の調査が必要でしたが、売却しました。しかし、相続税の評価額を 

超える価格での売却はできませんでした。 

ｅの崖地は斜度が約３０度で、物納不適格財産と判断し、売却することにし、相続税評価額以下の価格で 

売却しました。 

ｇの資材置場は賃借人へ相続税評価額以上の価格で売却できました。 

相続税の納税は、ｂ、ｃ、ｄ、ｇの売却金、貸宅地の物納で完納しました。 

 また、ｄ、ｅの売却価格が相続税の評価額以下であったので更正の請求をし、相続税の減額が認められました。 

  

 

１.納税に充てたもの 

   (1)ｂ．貸宅地  １１件            １６５，０００千円 

   (2)ｃ．貸家建付地 １件（立退交渉後、更地）  １２０，７３１千円 

   (3)ｅ．崖地（物納不可）→売却          ７０，０００千円 

   (4)ｇ．資材置場（物納不可）→賃借人に売却   ２１０，０００千円 

  

 

  ２.更正の請求 

   ｅ．崖地７０，０００千円にて更正請求した。 

  

 

  ３.権利関係 

   (1)ｂ．貸宅地の借地人 

   (2)ｃ．貸家建付地（古アパート）の借家人  

   (3)ｇ．資材置場の賃借人 
 


